
湯沢市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

平成29年２月２日 

告示第５号 

改正 平成30年７月25日告示第131号 

平成30年11月14日告示第149号 

令和元年７月18日告示第19号 

令和３年３月30日告示第49号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第

115条の45第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」

という。）の実施に関し、法及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。

以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この告示において使用する用語は、法、省令、介護予防・日常生活支援総

合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成27年厚生労働省告示第196

号）及び地域支援事業実施要綱（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労働省老

健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「通知」という。）にお

いて使用する用語の例による。 

（事業の内容） 

第３条 市長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、当該各号の事

業の構成及び事業内容は、別表第１のとおりとする。 

(１) 介護予防・生活支援サービス事業（以下「サービス事業」という。） 

ア 訪問型サービス 

イ 通所型サービス 

ウ その他の生活支援サービス 

エ 介護予防ケアマネジメント 

(２) 一般介護予防事業 

ア 介護予防把握事業 

イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 



オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

（サービス事業の対象者） 

第４条 サービス事業の対象者（次項に規定する対象者を除く。）は、居宅要支援

被保険者等であって、前条第１号エの介護予防ケアマネジメントにより当該サー

ビスを提供する必要があると認めたものとする。 

２ 前条第１号エの介護予防ケアマネジメントの利用対象者は、居宅要支援被保険

者等（法第58条第１項の規定により介護予防サービス計画費の支給を受ける者を

除く。）であって、介護保険給付に係るサービスを利用しないものとする。 

（事業の実施方法） 

第５条 総合事業は、市が直接実施する方法のほか、次に掲げる方法（一般介護予

防事業にあっては、第１号を除く。）により実施するものとする。 

(１) 法第115条の45の３第１項の規定に基づく指定事業者（以下「指定事業者」

という。）による実施 

(２) 法第115条の47第４項の規定に基づく省令第140条の69の規定に適合する者

に対する委託による実施 

(３) 省令第140条の62の３第１項第２号の規定に基づく補助 

（サービス事業支給費の支給） 

第６条 市長は、指定事業者が行う総合事業の利用者に対し、次の各号に掲げるサ

ービス事業の種類に応じ、当該各号に定めるところによりサービス事業支給費（法

第115条の45の３第１項の第一号事業支給費をいう。以下同じ。）を支給するもの

とする。 

(１) 訪問型サービス及び通所型サービス 別表第２に定める単位数に次項の１

単位当たりの単価を乗じて得た額の100分の90（サービスの利用者が、第１号被

保険者であって法第59条の２第１項に規定する政令で定めるところにより算定

した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者

等である場合にあっては100分の80、同条第２項に規定する政令で定めるところ

により算定した所得の額が同条第１項に規定する政令で定める額を超える政令

で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては100分の70）

とする。 

(２) 介護予防ケアマネジメント 別表第２に定める単位数に次項の１単位当た

りの単価を乗じて得た額の100分の100 



２ １単位当たりの単価は、10円とする。 

３ 市長は、法第115条の45の３第３項の規定に基づき、サービス事業を利用した居

宅要支援被保険者等に代わり、指定事業者にサービス事業支給費を支払うものと

する。 

４ 市長は、法第115条の45の３第６項の規定に基づき、同条第５項に規定する審査

及び支払に関する事務を国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第45条第５項に

規定する国民健康保険団体連合会に委託するものとする。 

（支給限度額） 

第７条 居宅要支援被保険者がサービス事業を利用する場合の支給限度額は、法第

55条第１項の規定により算出した額とする。 

２ 省令第140条の62の４第２号に規定する厚生労働大臣が定める基準に該当する

第１号被保険者がサービス事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービ

ス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成

12年厚生省告示第33号）第２号イに規定する要支援１の区分に係る単位数により

算定した額とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、同号ロに規定する要支

援２の区分に係る単位数により算定した額とすることができる。 

３ 前項の算定は、指定事業者が行う当該指定に係る事業について行う。 

（高額介護予防サービス費相当事業） 

第８条 市長は、サービス事業において、法第61条に規定する高額介護予防サービ

ス費及び法第61条の２に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給に相当

する額（以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。）を支給するものと

する。 

２ 前項の高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予

防サービス費等相当額に関し必要な事項は、介護保険法施行令（平成10年政令第

412号）第29条の２の２及び第29条の３の規定を準用する。 

（指定事業者の指定） 

第９条 法第115条の45の３第１項の指定（以下「指定」という。）の申請は、サー

ビス事業を行う者が、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書（様

式第１号）に次に掲げる書類のうち市長が必要と認める書類（以下「必要書類」

という。）を添えて、市長に申請しなければならない。 

(１) 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書 



(２) 運営規程 

(３) 管理者の経歴書 

(４) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 

(５) サービス提供責任者の経歴書 

(６) 生活相談員又は支援相談員の経歴書 

(７) 資格証の写し 

(８) 事業所平面図 

(９) 当該申請に係る事業に係る資産の状況 

(10) 事業所建物等の権原を示す書類の写し 

(11) 事業所の写真 

(12) 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

(13) 誓約書 

(14) 役員名簿 

(15) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 

(16) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 

(17) 前各号に定めるもののほか、市長が指定に関し必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可

否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定（不指定）通知書

（様式第２号）により、同項の申請をした者に通知するものとする。 

３ 省令第140条の63の７の規定により定める指定事業者の指定の有効期間は、当該

指定をした日から起算して６年を経過する日までとする。 

（指定の更新） 

第10条 法第115条の45の６第１項の規定に基づき指定事業者の指定の更新を受け

ようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者更新申請書（様式

第３号）に必要書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新

の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新（更新申

請却下）通知書（様式第４号）により、同項の申請をした者に通知するものとす

る。 

３ 指定事業者の指定の更新がされた場合の有効期間は、従前の有効期間の満了の

日から起算して６年を経過する日までとする。 



（指定事業者の基準） 

第11条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、

それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。 

(１) 訪問型サービス 

ア 事業者が行う旧介護予防訪問介護に相当するサービス（地域における医療

及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

（平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。）附則第

13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る

訪問型サービスを含む。） 省令第140条の63の６第１号イに規定する基準（旧

介護予防訪問介護に係るものに限る。） 

イ 事業者が行う緩和した基準によるサービス 市長が別に定める基準 

(２) 通所型サービス 

ア 事業者が行う旧介護予防通所介護に相当するサービス（医療介護総合確保

推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当

該指定に係る通所型サービスを含む。） 省令第140条の63の６第１号イに規

定する基準（旧介護予防通所介護に係るものに限る。） 

イ 事業者が行う緩和した基準によるサービス 市長が別に定める基準 

（変更の届出等） 

第12条 指定事業者は、省令第140条の63の５第１項各号で定める事項に変更があっ

たときは、その事由の生じた日から10日以内に、介護予防・日常生活支援総合事

業指定事業者変更届出書（様式第５号）により、市長に届け出なければならない。 

２ 指定事業者は、当該指定に係る事業を休止若しくは再開し、又は廃止しようと

するときは、休止又は廃止する場合にあっては、その休止又は廃止の日の前１月

以内に、再開する場合にあっては、その再開の日の前10日以内に、介護予防・日

常生活支援総合事業指定事業者休止・再開・廃止届出書（様式第６号）により、

市長に届け出なければならない。 

（指定の取消し等） 

第13条 市長は、法第115条の45の９の規定により、指定事業者の指定を取り消し、

又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したと

きは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消・停止通知書（様式

第７号）により、通知するものとする。 



（事業の委託） 

第14条 市長は、総合事業を法第115条の47第４項に規定する基準を満たす者（省令

第140条の62の４第２号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生

労働省告示第197号）に定める基本チェックリスト（以下「基本チェックリスト」

という。）の記入内容が事業対象基準に該当し、かつ、第19条の規定により介護

予防ケアマネジメントを受けることにつき市に届け出た者（以下「事業対象者」

という。）に対して行う介護予防ケアマネジメントにあっては、法第115条の47

第１項の厚生労働省令で定める者）に委託することができる。 

（補助） 

第15条 市長は、別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対してサービ

ス事業（介護予防ケアマネジメントを除く。）を行う者に対して補助することが

できる。 

（事業者に対する指導及び監査） 

第16条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、指定事業者、第14条の規

定により委託を受けて総合事業を実施する者及び前条の規定により補助を受けて

総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。 

２ 前項の指定及び監査について必要な事項は、市長が別に定める。 

（受託者の遵守事項） 

第17条 法第115条の47第４項に基づき総合事業を委託する場合は、受託者は、省令

第140条の69各号に掲げる基準を遵守しなければならない。 

（サービス事業の利用の手続） 

第18条 居宅要支援被保険者等は、サービス事業を利用しようとするとき（介護予

防サービスを併せて利用しようとするときを含む。）は、介護予防サービス計画

作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書（様式第８号）により、市

長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の届出をした者のうち、事業対象者に対し、当該者が事業対象者

である旨、基本チェックリストの実施日等を被保険者証に記載し、これを返付す

るものとする。 

３ 第１項の届出は、居宅要支援被保険者等に代わって、当該者に対して介護予防

ケアマネジメントを行う地域包括支援センターが行うことができる。 

 



（事業の利用料） 

第19条 総合事業の利用者は、別表第３に定める利用料を負担するものとする。 

２ 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は利用者

の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。 

３ 第１項の利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収する。 

（その他） 

第20条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第９条の規定による総合事業の指定に関し必要な手続は、この告示の施行前に

おいても、行うことができる。 

附 則（平成30年７月25日告示第131号） 

この告示は、平成30年８月１日から施行する。 

附 則（平成30年11月14日告示第149号） 

この告示は、平成30年11月14日から施行し、この告示による改正後の湯沢市介護

予防・日常生活支援総合事業実施要綱の規定は、同年10月１日から適用する。 

附 則（令和元年７月18日告示第19号） 

この告示は、令和元年10月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月30日告示第49号） 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

  

 



別表第１（第３条関係） 

  サービス種別 事業名 事業内容 

介

護

予

防

・生

活

支

援

サ

ー

ビ

ス

事

業 

訪

問

型

サ

ー

ビ

ス 

訪問介護に相当す

るサービス 

訪問介護相当サー

ビス 

訪問介護員による身体介護・生

活援助を行うもの（訪問介護と

同様のサービスを行うもの） 

緩和した基準によ

るサービス 

自立支援訪問サー

ビス 

外出時の援助や調理、掃除、ゴ

ミの分別、ゴミ出しその他生活

支援に資する軽度な日常生活

上の支援を行うもの 

住民主体による支

援 

助け合い訪問サー

ビス 

買い物代行や調理、ゴミ出し、

電球の交換等簡単な家事援助

等を行うもの 

短期集中予防サー

ビス 

短期訪問指導サー

ビス 

体力の改善、健康管理の維持・

改善、閉じこもり、ADL／IADL

の改善に向けた支援（保健師等

による居宅での相談・指導等）

を３箇月から６箇月までの短

期間で行うもの 

通

所

型

サ

ー

ビ

ス 

通所介護に相当す

るサービス 

通所介護相当サー

ビス 

通所介護施設で日常生活にお

いて必要な支援を行うもの（通

所介護と同様のサービスを行

うもの） 

緩和した基準によ

るサービス 

自立支援デイサー

ビス 

自立支援を目的とした生活機

能訓練又は社会交流の場の提

供として、身体機能の向上のた

めの機能訓練、調理や掃除、洗

濯といった生活機能向上のた

めのトレーニングその他介護

予防のために必要と認められ

る日常生活支援を行うもの 



住民主体による支

援 

地域デイサービス 体操、運動等の活動や趣味活

動、定期的な交流会、サロン、

会食等を行うもの 

短期集中予防サー

ビス 

まめで元気教室 日常生活に支障のある生活行

為を改善するために、利用者の

個別性に応じて、運動器の機能

向上、栄養改善、口腔機能の向

上、膝痛・腰痛対策、閉じこも

り・認知機能の低下・うつ予防

と支援、ADL／IADLの改善等の

プログラムを複合的に３箇月

から６箇月までの短期間で実

施するもの 

その他の生活支援サー

ビス 

高齢者食事サービ

ス 

栄養改善を目的とした配食や

一人暮らし高齢者に対する見

守りを兼ねた配食を行うもの 

介護予防ケアマネジメ

ント 

介護予防ケアマネ

ジメント事業 

介護予防及び日常生活支援を

目的として、その心身の状況、

その置かれている環境その他

の状況に応じて適切なサービ

スが包括的かつ効率的に提供

されるよう必要な援助を行う

もの 

一般介護予防事業 介護予防把握事業 地域の実情に応じて収集した

情報等の活用により、閉じこも

り等何らかの支援を必要とす

る者を把握し、介護予防活動に

つなげるもの 

介護予防普及啓発

事業 

介護予防の普及啓発に資する

介護予防教室等の開催、有識者



等による講演会、相談会の開

催、介護予防の基本的知識を普

及啓発するためのパンフレッ

ト等の作成及び配布を行うも

の 

地域介護予防活動

支援事業 

地域における住民主体の介護

予防活動の育成及び支援を行

うもの 

一般介護予防事業

評価事業 

介護保険事業計画に定める目

標値の達成状況等の検証を行

い、一般介護予防事業の事業評

価を行うもの 

地域リハビリテー

ション活動支援事

業 

地域における介護予防の取り

組みを機能強化するために、通

所、訪問、地域ケア会議、サー

ビス担当者会議、住民運営の通

いの場等へのリハビリテーシ

ョン専門職等の関与を促進す

るもの 

 



別表第２（第６条関係） 

区分 事業 単位数 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス 省令第140条の63の２第１項第１号に

規定する厚生労働大臣が定める基準 

※事業対象者については、１月につき

週２回程度の単位数を上限とする。 

自立支援訪問サービス 事業対象者、要支援１及び要支援２ 

週１ 回 程 度の 訪 問  １月 に つき

1,058単位 

週２ 回 程 度の 訪 問  １月 に つき

2,114単位 

１月の中で全部で４回までのサービ

スを行った場合  １回につき241単

位 

１月の中で全部で５回から８回まで

のサービスを行った場合 １回につ

き245単位 

要支援２ 

週２回を超える程度の訪問 １月に

つき3,354単位 

１月の中で全部で９回から12回まで

のサービスを行った場合 １回につ

き258単位 

※加算及び減算については、省令第140

条の63の２第１項第１号に規定する

厚生労働大臣が定める基準とする。 

通所型サービス 通所介護相当サービス 省令第140条の63の２第１項第１号に

規定する厚生労働大臣が定める基準 

※事業対象者については、１月につき

週１回程度の単位数を上限とする。 



自立支援デイサービス 事業対象者及び要支援１ 

１月につき 1,505単位 

１月の中で４回までサービスを行っ

た場合 １回につき346単位 

要支援２ 

１月につき 3,085単位 

１月の中で８回までサービスを行っ

た場合 １回につき356単位 

※加算及び減算については、省令第140

条の63の２第１項第１号に規定する

厚生労働大臣が定める基準とする。 

介護予防ケアマ

ネジメント 

ケアマネジメントA 438単位 

初回加算 300単位 

委託連携加算 300単位 

ケアマネジメントB 219単位 

初回加算 300単位 

委託連携加算 300単位 

ケアマネジメントC 110単位 

 



別表第３（第19条関係） 

区分 事業 利用料 

訪問型サービス 訪問介護相当サービス 別表第２に定める単位数に10円を乗じ

て得た額の１割（一定以上の所得者は

２割又は３割） 

自立支援訪問サービス 別表第２に定める単位数に10円を乗じ

て得た額の１割（一定以上の所得者は

２割又は３割） 

助け合い訪問サービス 別に定める。 

短期訪問指導サービス １回につき400円（一定以上の所得者は

800円又は1,200円） 

通所型サービス 通所介護相当サービス 別表第２に定める単位数に10円を乗じ

て得た額の１割（一定以上の所得者は

２割又は３割） 

自立支援デイサービス 別表第２に定める単位数に10円を乗じ

て得た額の１割（一定以上の所得者は

２割又は３割） 

地域デイサービス 別に定める。 

まめで元気教室 運動機能向上 １回につき430円 

（一定以上の所得者は 860円又は

1,290円） 

栄養改善 １回につき410円 

（一定以上の所得者は 820円又は

1,230円） 

口腔機能向上 １回につき410円 

（一定以上の所得者は 820円又は

1,230円） 

その他の生活支

援サービス 

配食サービス 利用者負担なし（食材料費は自己負担） 

介護予防ケアマ 介護予防ケアマネジメ 利用者負担なし 



ネジメント ント事業 



 


